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３月７日以降の部活動での対応について 

 

 

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に鑑み、原則、一斉の部活動は停止

としているところです。しかしながら、３月には全国大会等が多く予定されており、大

会での事故を防止するため、全国大会・四国大会・上位大会につながる県大会に参加す

る場合は、自校のみの練習を認めることとします。まん延防止等重点措置の適用が延長

されていることから、「部活動実施マニュアル」を別添のとおり作成しましたので、そ

れに従って、感染症対策を徹底して部活動を行うようお願いします。 

なお、今後、状況に変化があった場合は、この対応について変更があることを申し添

えます。 

 

記 

 部活動の実施の可否について 

 区分 実施の可否 

ア 自校のみの練習 ×（例外あり） 

イ 県内の学校との練習試合を含めた交流・合同練習等 × 

ウ 県内大会等への参加 

〇 
エ 

全国または四国ブロックの競技団体、学校体育連盟、

高野連、高文連等が主催する大会等への参加 

オ 県内及び県外での宿泊を伴う活動（上記エを除く） 

× 

カ 
県外での練習試合等への参加、県外からの選手・チー

ム・指導者等の招へい、県外の卒業生等の練習参加 

＜アにおける留意点＞ 

原則、部活動は停止とする。但し、全国大会・四国大会・上位大会につながる県大会

に参加する場合は３週間前から、校長が慎重に判断し、感染症対策を徹底した上で、必

要最少人数で自校のみの練習を認める。 


